
橋本市上下水道事業管理告示第２３号 
 
 
　橋本市下水道排水設備指定工事店条例（平成１８年条例第２０１号）第８条の

規定により、下記の下水道排水設備指定工事店から下水道排水設備指定工事店廃

止届が提出されたことにより、当該下水道排水設備指定工事店の指定を廃止した

ので、同条例第１６条第２号の規定に準じて下記のとおり公示する。 
 
 
　　令和７年１２月１０日 
 
 

橋本市長　　平木　哲朗 
 
 
 

記 
 
 
１．事　　　項　　橋本市下水道排水設備指定工事店の指定の廃止 
 
２．廃止年月日　　令和７年１２月１０日 
 
３．指定工事店の名称及び所在地 
 

 
 
 
 
 
 

 指定番号 指定工事店名 代表者名 所在地

 

第 2号 株式会社　岡利商事 岡利　孝二 橋本市神野々1178-3


